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中央環境審議会水環境・土壌農薬部会（第１５回） 

議事要旨 

 

■審議方法：書面審議 

 

■議  題： 総量削減専門委員会の設置について 

 

■参加委員：古米部会長、浅見委員、大久保委員、大塚委員、白石委員、髙村委員、中川委員、朝比奈委員、岡久委員、小川委員、風間委員、 

河口委員、木坂委員、小林委員、肴倉委員、鈴木委員、大東委員、田中委員、谷口委員、東海委員、豊田委員、中島委員、奈良委員、

西嶋委員、根岸委員、林田委員、古矢委員、三浦委員、山室委員 

 

■審議結果：10 月 30 日に各委員に開催通知を送付し、電子メールにて 29 名の委員より回答を得た。11 月６日に回答結果を部会長にご報告し、

11 月７日に総量削減専門委員会を設置とする旨了承を得た。 

 

■議事概要：下記のとおり。 
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中央環境審議会水環境・土壌農薬部会（第 15 回）議事概要 

（議題：総量削減専門委員会の設置について） 

■回答結果 

了承する ：29 名 

了承しない：０名 

■個別にいただいた御意見及びその対応 

御意見 対応 

［大東委員］ 

 従来は、水質汚濁を防止するために汚濁負荷の総量削減に取り組んで

きたが、一方で栄養塩類濃度が低くなることで、生態系や水産資源への

影響が出始めている地域もある。 

 このような状況の中で、汚濁物質と栄養塩類のバランスの取れた総量

管理は重要であるので、総量削減専門委員会の設置は必要であると考え

る。 

「第９次水質総量削減の在り方について（令和３年３月中央環境審

議会答申）」における「よりきめ細かな海域の状況に応じた水環境管理

への移行が必要」との指摘を踏まえ、第 10次水質総量削減の在り方に

ついて議論してまいります。 

［豊田委員］ 

 特定の海域ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行うことは必要と考え

られるため 

［小林委員］ 

 海域の環境や地域の持続可能性の観点から、環境管理の考え方につい

て議論が深まることに期待しています。過去の公害国会では経済調和条

項が削除されましたが、現在ではある環境対策が、生態影響や CO2 排出

等の他の環境影響とともに、経済、社会への影響というような、新たな

調和（持続可能性／リスク共生）を考慮した環境管理が必要ということ

が、いくつかの環境分野で見られるようになっていると感じています。 

ご指摘の点も念頭におき、第 10次水質総量削減の在り方について議

論してまいります。 
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御意見 対応 

［髙村委員］ 

 先行して実施されている瀬戸内海での課題などもあぶりだしながら、

より良い調査をお願いします。 

 

瀬戸内海環境保全特別措置法の改正を踏まえた瀬戸内海の状況等も

整理しつつ、第 10次水質総量削減の在り方について議論してまいりま

す。 

［浅見委員］ 

 総量削減のあり方に関する検討の必要があると理解いたしましたた

め、設置に異論ございません。 

 

［風間委員］ 

 「第９次水質総量削減の在り方について（令和３年３月中央環境審議

会答申）」の答申に従ったもので設置は妥当と考える 

 

 

 

 
 


